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　 　　　　　　　第 87 回定時総代会議事録

富 国 生 命 保 険 相 互 会 社              

平成２１年７月２日（木曜日）午前１０時３０分、東京都千代田区内幸町二丁目２番２

号、富国生命本社２８階会議室に於て、全取締役１３名（秋山智史、村山良樹、山本幹

男、古屋勝正、米山好映、平井堅治、歌田勝弘、一色浩三、酒井均、昼間勉、林敏広、

藤原利秀、秋川貞）および全監査役５名（前田周一、今井明雄、根津嘉澄、大橋光夫、

望月朗宏）が出席し、第８７回定時総代会を開催した。

１．開会

　　午前１０時３０分、定款第２０条の定めにより、代表取締役社長秋山智史が議長と

なり、議長席にて開会を宣した。

まず、議長は、現総代数は１１９名であるが、本日の出席総代が、委任状による議

決権行使１３名を含めて合計１１７名であることを報告し、本定時総代会の議案の

決議に必要な定足数を充足しているので、適法に成立した旨を述べた。（※その後

５名が出席したため、出席者は委任状による議決権行使１０名を含め合計１１９名

となった。）

次いで、本日上程される議案のうち第３号議案は、定款第４０条に定める特別決議

による事項であり、また、その他の議案は定款第２１条に定める普通決議による事

項であることを述べた。

２．議事の経過の要領およびその結果

１）監査報告
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議長は、まず、前田常勤監査役に監査報告を求めた。同監査役は、監査の方法お

よび結果は監査役会監査報告書記載のとおりであること、また、平成２０年７月

に金融庁より受けた業務改善命令について、業務改善計画に基づき取り組みがな

されていることを確認している旨を述べた。また、本日の定時総代会に提出の全

ての議案および書類は法令、定款に適合しており、不当な事項はない旨を述べた。

２）報告事項の報告

議長は、平成２０年度事業報告の件、平成２０年度計算書類報告の件、ならびに

相互会社制度運営報告の件について、スライドを用い報告を行う旨を述べた。

ア. 平成２０年度事業報告の件

平成２０年度事業報告について、事業の経過、事業の成果などを報告した。

　　イ. 平成２０年度計算書類報告の件

　     平成２０年度計算書類報告について、貸借対照表、損益計算書を中心に前年度

　　　 からの増減理由も含め、主な項目について報告した。

       さらに、決算の重要な指標として、基礎利益の状況、逆ざや等の状況、ソルベ

　　　 ンシー・マージン比率を報告した。

ウ．相互会社制度運営

相互会社の仕組み、総代数およびその数を適正とする考え方、総代の選出方法

について報告した。また、平成２０年度の総代改選について報告した。さらに

平成２０年度の評議員会の審議事項、平成２０年度のご契約者懇談会開催状況

について報告した。

　　 この後、議長は平成２０年度事業報告の中の、会社が対処すべき課題について報

　　 告した。

３）質疑

以上、各報告事項終了後、総代から事前に寄せられた以下の質問・意見に対し、

議長および担当取締役より回答を行った。
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　○ 保険金等支払い漏れの対応と処理結果の状況について。

○ 全国で開催しているご契約者懇談会の集約結果と、その後の具体的な対応

施策について。

○ 金融危機の影響について。

○ 急速に悪化した世界経済の中で、慎重な資産運用により損失の拡大を防い

だことを評価。

　　 コンプライアンス意識の向上と、リスク管理に留意した、「お客さま基点」

　　 の経営について。

　○ 一生涯、保険料が上がらない保険について。

○ 入院日数に対する給付金の支払い限度について。

○ 農協からの保険料口座振替の実施について。

○ 適格退職年金から他の制度への移行期限が近づく中、富国生命の取り組み

について。

　 また、契約者である企業が不利益変更の無効を退職者から主張された場合

　 の富国生命の対応について。

○ 昨年度、生命保険会社が破綻したことを受け、富国生命における経営方針

について。

なお、事前に寄せられた質問に関連し、以下の席上質問・意見があり、担当取締

役より回答を行った。

○ 会社により給付金支払いの日数制限が異なるケースがあると思うが、どの

ような方法で確認するのがよいか教えてほしい。

その後、議長は、報告事項の報告、および事前質問への回答を終了する旨を述べ、

総代に質疑に関する発言を求めたが、他に出席総代からの発言はなかった。

４）決議事項の審議

議長は、決議事項である第１号から第５号までの各議案について、それぞれ説明
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し採決を行う方法で審議を進めたい旨を述べ、総代に異議を問うたが、満場異議

はなかった。

第１号議案　平成２０年度剰余金処分案承認の件

議長は、別添資料（第１号議案資料）等に基づき、平成２０年度剰余金処分案に

ついて説明を行うとともに、社員配当比率および資本基盤の充実のための方策に

ついて説明を行った。

その後、議長は、本議案について異議を問い、採決したところ、満場異議なく原

案どおり承認可決された。

第２号議案　社員配当準備金分配の件

議長は、別添資料（第２号議案資料）等に基づき、社員配当準備金分配について

説明し、本議案について異議を問い、採決したところ、満場異議なく原案どおり

承認可決された。

第３号議案　定款一部変更の件

　　 議長は、定款の一部について別添資料（第３号議案資料）等のとおり変更したい

　　 旨を述べ、まず最初に、基金の再募集に伴う定款の一部変更について、その理由

　　 と概要を説明し、次に、取締役の任期の変更に伴う定款の一部変更について説明

     を行った。

　　 その後、議長は、本議案について異議を問い、採決したところ、満場異議なく原

　　 案どおり承認可決された。

第４号議案　評議員１０名選任の件

　　 議長は、現評議員全員が本総代会終結の時をもって任期満了となるので、別添資

　　 料（第４号議案資料）のとおり、評議員として、小笠原建夫、加藤奐、手島忠、

　　 中平幸典、根津公一、野中郁次郎、堀内光一郎、堀内行蔵、八代ひろよ、和田勝

　　 の１０名を選任したい旨を述べ、本議案について異議を問い、採決したところ、

　　 満場異議なく原案どおり承認可決された。
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第５号議案　取締役１１名選任の件

議長は、第３号議案が承認可決され、取締役の任期が１年に短縮されたことに伴

い、現取締役１３名全員が本総代会終結の時をもって任期満了となることを述べ

た。議長は、別添資料（第５号議案資料）のとおり、秋山智史、村山良樹、山本

幹男、古屋勝正、米山好映、平井堅治、歌田勝弘、一色浩三、酒井均、林敏広、

秋川貞の１１名を取締役として選任したい旨を述べた。なお、歌田勝弘および一

色浩三の２名については社外取締役の候補である旨を説明した。また、現取締役

の昼間勉および藤原利秀の２名については、本総代会終結と同時に任期満了によ

り取締役を退任するが、引き続き執行役員として業務執行にあたる旨を説明した。

その後、議長は、本議案について異議を問い、採決したところ、満場異議なく原

案どおり承認可決された。選任された１１名は全員就任を承諾した。

３．閉会

以上をもって本定時総代会の議案全部を議了したので、議長は、午後０時１１分

第８７回定時総代会の閉会を宣した。

　以上の議事の経過および決議を明確にするため、この議事録を作成した。

平成２１年７月２日

富 国 生 命 保 険 相 互 会 社

    第 ８７ 回 定 時 総 代 会

議事録の作成に係る職務を行なった取締役の氏名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役社長　　秋　山　智　史

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上
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第１号議案    平成２０年度剰余金処分案承認の件

議案の内容は、次頁に記載のとおりであります。

当期未処分剰余金５６６億６,０１８万８,７２０円及び不動産圧縮準備金取崩

額７７２万２,２２５円の計５６６億６,７９１万９４５円のうち、２８７億

７,２９８万６,７４９円を当期の剰余金処分額とし、残額の２７８億９,４９２万

４,１９６円を次期繰越剰余金とさせていただきたいと存じます。

また、当期の処分につきましては、社員配当準備金に１７８億５,６９８万

６,７４９円を繰入れ、その他を損失てん補準備金、基金利息及び任意積立金に計

上させていただきたいと存じます。なお、任意積立金の１００億円は、基金の償

却に充てるため基金償却準備金として積立てるものであります。
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（単位：円）

科     目 金     額

56,660,188,720

7,722,225

7,722,225

計 56,667,910,945

28,772,986,749

17,856,986,749

10,916,000,000

200,000,000

716,000,000

10,000,000,000

基 金 償 却 準 備 金 10,000,000,000

27,894,924,196

 (注) 差引純剰余金とは、社員配当準備金を差し引いた後の剰余金をいいます。

任 意 積 立 金

次 期 繰 越 剰 余 金

社 員 配 当 準 備 金

差 引 純 剰 余 金

損 失 て ん 補 準 備 金

基 金 利 息

当 期 未 処 分 剰 余 金

任 意 積 立 金 取 崩 額

剰 余 金 処 分 額

不 動 産 圧 縮 準 備 金 取 崩 額

平成20年4月 1 日から
平成21年3月 31日まで

平成20年度 剰余金処分案( )
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第２号議案　　社員配当準備金分配の件

１． 平成２０年度末社員配当準備金５７３億１,７７３万７,５６２円と、平成２０年度剰

余金から繰り入れました１７８億５,６９８万６,７４９円との合計額              

７５１億７,４７２万４,３１１円の中から、普通保険約款、特約条項及び契約書に従

い社員配当金を分配します。

２． 平成２１年度の各保険種類の社員配当金は次のとおりです。

（１）個人保険契約及び個人年金保険契約

  ① ５年ごと利差配当付保険契約

　［Ⅰ］普通配当

　　　利差益配当金

責任準備金に、予定利率と保険種類に応じた次の利差益配当率を乗じた額を割り

振り、利息を加えた額を普通保険約款の定めるところによりお支払いします。

　予定利率２.０％未満の契約は１.８０％と予定利率との差、

　予定利率２.０％以上の契約は１.６０％と予定利率との差。

ただし、予定利率２.０％未満の契約において

一時払契約は１.４０％と予定利率との差、

養老保険及び個人年金保険の平準払契約は０

とします。

　［Ⅱ］特別配当

　　　普通保険約款に規定する、契約日から所定年数を経過し、かつ所定の条件を満たす

保険契約に対する配当金は次のとおりです。

a. ５年ごと高額加算特別配当金   

平成２１年度に５年ごとの応当日を迎える契約に対して、保険金額が３,０００万

円以上かつ保険料払込中であることを要件として、

契約日が平成１１年４月１日以前の契約は保険金額１０万円につき１０円、

契約日が平成１１年４月２日以降の契約は保険金額１０万円につき　０円

とします。
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b. ５年ごと健康特別配当金

平成２１年度に５年ごとの応当日を迎える契約に対して、保険金額に、保険種

類・被保険者の年齢・性別及び払込方法に応じた率に基づき算定した特別配当

率を乗じた額とします。

契約日が平成１６年度の１０年更新型定期保険特約・保険金額１,０００万円・

４０歳加入・男性・月払の場合について例示しますと、２,３００円となります。

c. ５年ごと医療特別配当金

平成２１年度に５年ごとの応当日を迎える医療保険契約に対して、過去５年間

に入院給付金の支払がないことを要件として、入院日額に、保険種類・被保険

者の年齢及び性別に応じた率に基づき算定した特別配当率を乗じた額とします。

契約日が平成１６年度の５年ごと利差配当付新医療保険（１２０日型）・入院

日額１０,０００円・４０歳加入・男性の場合について例示しますと、５,２３４

円となります。

d. 毎年の健康特別配当金

契約日が平成１９年４月１日以前の契約に対して、契約日から５年以上経過し

ていることを要件として、保険金額に、保険種類・被保険者の年齢・性別及び

払込方法に応じた率に基づき算定した特別配当率を乗じた額とします。

契約日が平成１６年度の１０年更新型定期保険特約・保険金額１,０００万円・

４０歳加入・男性・月払の場合について例示しますと、１,８００円となります。

e. 長期継続契約に対する消滅時特別配当金

０円とします。

ただし、社員配当金特殊支払特則に基づく買増保険金がある場合にはその金額

をお支払いします。

ただし、上記［Ⅰ］及び［Ⅱ］a, b, c, d を合算し、合計額が負値の場合は０円とし

ます。
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  ② 利益配当付保険契約

 　［Ⅰ］普通配当

a. 死差益配当金

危険保険金に、被保険者の年齢・性別・予定死亡表の区分及び配当回数に応じ

た死差益配当率を乗じた額とします。

５０歳・男性・第５回全会社生命表・配当回数１０回目以降の場合について例

示しますと、危険保険金１０万円につき７７円となります。

b. 費差益配当金

保険金額に、保険種類・保険金額・予定維持費率及び配当回数に応じた費差益

配当率を乗じた額とします。

定期付養老保険及び定期付終身保険について例示しますと、

契約日が平成１１年４月２日以降の契約は、養老保険部分及び終身保険部分

について配当回数１回目は０円、２回目以降は保険金額１０万円につき

２５円、定期保険特約部分について配当回数１回目は０円、２回目以降は

保険金額１０万円につき１０円

となります。

また、保険金額が２,０００万円を超過する部分については、

配当回数４回目から９回目の契約は保険金額１０万円につき５円ないし３０円、

配当回数１０回目以降の契約は保険金額１０万円につき３０円ないし６０円

を加算します。

更に、契約から５年ごとの応当日が到来する契約で保険金額が２,０００万円を

超過する部分については、保険金額１０万円につき３０円を加算します。

その他の保険種類については、これを基準として定めた額とします。
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c. 利差益配当金

責任準備金に、予定利率と保険種類に応じた次の利差益配当率を乗じた額とし

ます。

予定利率２.０％未満の契約は１.８０％と予定利率との差、

予定利率２.０％以上３.０％以下の契約は１.６０％と予定利率との差、

予定利率３.０％超４.０％以下の契約は１.４０％と予定利率との差、

予定利率４.０％超の契約は１.３０％と予定利率との差。

ただし、予定利率２.０％未満の契約において

個人年金保険の一時払契約は１.１０％と予定利率との差、

災害死亡給付金付個人年金保険の一時払契約は１.４０％と予定利率との差、

災害死亡給付金付個人年金保険の平準払契約および貯蓄保険契約は０

とします。また、予定利率が２.２５％以下の養老保険の一時払契約は、

保険期間１０年未満の場合は０.７０％と予定利率との差、

保険期間１０年以上の場合は１.１０％と予定利率との差

とします。

d. 災害及び疾病関係配当金

災害死亡部分

特約種類及び被保険者の性別に応じて、特約保険金額１０万円につき、５円

ないし１６５円とします。

災害入院部分（主契約に組み込まれている場合も含みます。）

災害入院日額１,０００円につき、１０円ないし３３０円とします。

疾病入院部分（主契約に組み込まれている場合も含みます。）

疾病入院日額１,０００円につき、３０円ないし５３０円とします。

成人病入院部分

契約日が昭和６２年４月２日以降の成人病特約で成人病入院日額１,０００円

につき５０円とします。

ただし、上記［Ⅰ］a, b, c, d を合算し、合計額が負値の場合は０円とします。

 　［Ⅱ］特別配当

長期継続契約に対する消滅時特別配当金

責任準備金比例特別配当金、保険料比例特別配当金ともに０円とします。

ただし、社員配当金特殊支払特則に基づく買増保険金がある場合にはその金額

をお支払いします。
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（２）団体定期保険契約

各団体の被保険者数及び更新時の加入率に応じて死差益額に６％ないし９７％を乗

じた額とします。

（３）総合福祉団体定期保険契約

各団体の被保険者数及び支払率に応じて死差益額に１４.０％ないし９８.７％を乗じ

た額とします。

（４）団体定期保険年金払特約及び総合福祉団体定期保険年金払特約

予定利率が２.０％未満の契約については責任準備金に、１.８０％と予定利率との

差を乗じた額とし、予定利率が２.０％以上の契約については０円とします。

（５）団体信用生命保険契約及び消費者信用団体生命保険契約

　　　次のa, bの合計額とします。

　　　 a.各団体の被保険者数に応じて死差益額に１０％ないし９７％を乗じた額

　　　 b.各団体の被保険者数に応じて団体信用生命保険３大疾病保障特約の死差益額に

７％ないし８５％を乗じた額

　　　ただし、a又はbにおいて死差損となる場合は、その死差損額を他方の死差益額と

通算します。

（６）団体終身保険契約

次のa, bの合計額とします。

a.各団体の被保険者数に応じて死差益額に２５％ないし９５％を乗じた額

         なお、個人扱については個人保険の死差益配当率を使用します。

b.経過責任準備金に、１.３０％と予定利率との差を乗じた額

      ただし、a, bの合計額が負値の場合は０円とします。

（７）心身障害者扶養者生命保険契約

      次のa, bの合計額とします。

 a.死差益額に９５％を乗じた額、死差損の場合は死差損の額

b.経過責任準備金に、１.４０％と予定利率との差を乗じた額 

      ただし、a, bの合計額が負値の場合は０円とします。
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（８）確定給付企業年金保険契約

      ０円とします。

（９）新企業年金保険(Ｈ１４)契約

      次のa, bの合計額とします。

a.利差益配当金は０円

 b.各団体の被保険者数に応じて遺族年金特約の死差益額に５０％ないし９５％を

乗じた額

（10）厚生年金基金保険(Ｈ１４)契約

      ０円とします。

（11）新企業年金保険契約及び企業年金保険契約

      次のa, bの合計額とします。

a.利差益配当金は０円

b.各団体の被保険者数に応じて遺族年金特約の死差益額に５０％ないし９５％を

乗じた額 

（12）厚生年金基金保険契約及び国民年金基金保険契約

      ０円とします。

（13）団体生存保険契約及び新団体生存保険契約

      次のa, bの合計額とします。

a.利差益配当金は０円

b.死差益額に９５％を乗じた額、死差損の場合は死差損の額

      ただし、a, bの合計額が負値の場合は０円とします。

（14）拠出型企業年金保険(Ｈ１４)契約

      次のa, bの合計額とします。

a.利差益配当金は０円

b.各団体の被保険者数に応じて遺族年金特約の死差益額に５０％ないし９５％を

乗じた額

（15）有期利率保証型確定拠出年金保険契約

      ０円とします。
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（16）勤労者財産形成貯蓄積立保険契約、財形住宅貯蓄積立保険契約、勤労者財産形成

給付金保険契約、財形年金保険契約及び財形年金積立保険契約

      経過責任準備金に、１.８０％と予定利率との差を乗じた額とします。

      ただし、その額が負値の場合は０円とします。

（17）医療保障保険契約（団体型）

      各団体の被保険者数に応じて死差益額に２５％ないし７０％を乗じた額とします。

（18）団体就業不能保障保険契約

      各団体の被保険者数に応じて死差益額に１０％ないし３０％を乗じた額とします。
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第３号議案　　定款一部変更の件

　現行定款の一部を、次のとおり変更いたしたいと存じます。

１． 変更の趣旨

（１）自己資本の一層の充実を図るため、１５０億円の基金の再募集を行うことにとも

ない、所要の変更を行うものであります。

（２）取締役会の活性化を図るとともに、コーポレート・ガバナンスを一層強化する観

点から、総代からの信任の機会を増やすことを目的として、取締役の任期を２年

から１年に短縮することにともない、所要の変更を行うものであります。

（３）以上の変更以外に、削除された附則を整理して条文の繰上げを行うものでありま

す。

２． 変更案及び変更理由

変更案及び変更理由は、次表「定款変更　新旧対照表」のとおりであります。
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定款変更  新旧対照表

（注：＿は変更部分）

現 行 定 款 変  更  案 変 更 理 由
第２章　基　金

　（基金の総額）

第２章　基　金

　（基金の総額）

第 ６ 条  当会社の基金の総額

（基金償却積立金の額を含

む。）は、710 億円とする。

第 ６ 条  当会社の基金の総額

（基金償却積立金の額を含

む。）は、860 億円とする。

○ 150 億円の基金の募集を行

なうことにともない基金の

総額を増額します。

第７章　取締役および

取締役会

（取締役）

第２４条  当会社の取締役の員

数は 15 名以内とする。

２　取締役は総代会において選

任する。

３　取締役の任期は選任後 2 年

以内に終了する事業年度のう

ち最終のものに関する定時総

代会終結の時までとする。

第７章　取締役および

取締役会

（取締役）

第２４条 （同　　左）

２　　　 （同　　左）

３　取締役の任期は選任後 1 年

以内に終了する事業年度のう

ち最終のものに関する定時総

代会終結の時までとする。

○ 取締役会の活性化を図る

とともに、コーポレート・

ガバナンスを一層強化す

る観点から、総代からの信

任の機会を増やすことを

目的として、取締役の任期

を 2年から 1年に短縮いた

します。

第９章　計　算

　（損失てん補準備金）

第９章　計　算

　（損失てん補準備金）

第３５条  当会社は、損失てん

補準備金を 710 億円まで積

立てるものとする。

第３５条  当会社は、損失てん

補準備金を 860 億円まで積

立てるものとする。

○ 基金の総額の増額にともな

い、損失てん補準備金の積立

限度額を 860 億円に変更し

ます。
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現 行 定 款 変  更  案 変 更 理 由
附　　則 附　　則

（平成13年 7月 3日付改正に関

する経過措置）

第１条  第 1 号の経過措置を設

け、第 2 号に定める時をもっ

て本条の規定を削除する。

（１）平成 13 年度の基金の拠出

者について、第 7 条第 1 項

の基金拠出契約に定める

期日は、拠出日から 5 年以

内とする。

（２）平成 13 年度に募集した基

金の全額が償却された時。

（削　　除）

○既に失効している規定のた

め削除します。

（平成16年 7月 2日付改正に関

する経過措置）

第２条  第 1 号から第 5 号まで

の経過措置を設け、第 6 号に

定める時をもって本条の規定

を削除する。

（平成16年 7月 2日付改正に関

する経過措置）

第１条  （同　　左）

○附則第１条が削除されたこ

とにともない、1 条繰り上げ

ます。

（１）平成 16 年に選出される総

代の定数は、定款第 17 条

第 1 項の規定にかかわら

ず、なお、従前の例による。

（２）平成 16 年に行なう総代の

選出に関する総代候補者

選考委員会の構成につい

ては、定款第 22 条第 3 項

の規定にかかわらず、な

お、従前の例による。

（３）定款第 17 条第 1 項の規定

により増員される総代に

ついては、平成 18 年にそ

の選出を行なう。

（４）定款第 16 条第 1 項の規定

にかかわらず、前号の総代

の任期は 2 年とし、任期

を4年として重任すること

は妨げない。ただし、通算

6年を限度とする。

（１）　（同　　左）

（２）　（同　　左）

（３）　（同　　左）

（４）　（同　　左）
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現 行 定 款 変  更  案 変 更 理 由
（５）定款第 22 条第 3 項の規定

にかかわらず、第 3 号の総

代の選出に関する総代候

補者選考委員は、平成 17

年 3 月期決算に関する定

時総代会で選任されるも

のとする。

（６）平成 24 年に到来する総代

の任期満了の時。

（５）　（同　　左）

（６）　（同　　左）

（平成18年 7月 4日付改正に関

する経過措置）

第３条　第 1 号の経過措置を設

け、第 2 号に定める時をもっ

て本条の規定を削除する。

（１）平成 18 年度の基金の拠出

者について、第 7 条第 1 項

の基金拠出契約に定める

期日は、拠出日から 5 年以

内とする。

（２）平成 18 年度に募集した基

金の全額が償却された時。

　

（平成18年 7月 4日付改正に関

する経過措置）

第２条　（同　　左）

（１）　（同　　左）

（２）　（同　　左）

　

○附則第１条が削除されたこ

とにともない、1 条繰り上げ

ます。

　（平成21年 7月 2日付改正に

関する経過措置）

（新　　設） 第３条　第 1 号の経過措置を設

け、第 2号に定める時をもっ

て本条の規定を削除する。

○ 平成 21 年度に募集する基金

の償却に関する事項を規定

します。

（１）平成 21 年度の基金の拠出

者について、第 7 条第 1 項

の基金拠出契約に定める期

日は、拠出日から 5 年以内

とする。

（２）平成 21 年度に募集した基

金の全額が償却された時。
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現 行 定 款 変  更  案 変 更 理 由
（平成18年 7月 4日付改正に関

する経過措置）

第４条　第 1 号および第 2 号の

経過措置を設け、第 3 号に定

める時をもって本条の規定を

削除する。

（１）第 6 条に定める基金の総

額のうち、310 億円を超え

る額については、平成 19

年 3 月 31 日までの当会社

の決定した日を払込期日

とする基金の募集を当会

社が行なった場合に、その

払込期日に効力が生じる

ものとする。

（２）経済情勢の変化その他や

むを得ない事情により、前

号に定める払込期日まで

に払込みのあった基金の

額と 310 億円の合計額が

710億円に満たない場合に

は、第 6条に定める基金の

総額および第 35 条に定め

る損失てん補準備金の積

立限度額は、その払込期日

から平成 18 年 7 月 5 日以

降最初に開催される総代

会の開催日までに限り当

該合計額に変更されるも

のとし、当該開催日以降の

基金の総額および損失て

ん補準備金の積立限度額

は、当該総代会において決

定する。

（３）前号の総代会の終結の時。

（削　　除）

○既に失効している規定のた

め削除します。
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現 行 定 款 変  更  案 変 更 理 由
　（平成21年 7月 2日付改正に

関する経過措置）

（新　　設） 第 ４ 条　第 1 号および第 2 号

の経過措置を設け、第 3 号に

定める時をもって本条の規

定を削除する。

（１）第 6 条に定める基金の総

額のうち、710 億円を超え

る額については、平成 22

年 3 月 31 日までの当会社

の決定した日を払込期日

とする基金の募集を当会

社が行なった場合に、その

払込期日に効力が生じる

ものとする。

○ 平成 21 年度に募集する基金

の払込期日及び効力発生日

に関する事項を規定します。

（２）経済情勢の変化その他や

むを得ない事情により、前

号に定める払込期日まで

に払込みのあった基金の

額と 710 億円の合計額が

860億円に満たない場合に

は、第 6条に定める基金の

総額および第 35 条に定め

る損失てん補準備金の積

立限度額は、その払込期日

から平成 21 年 7 月 3 日以

降最初に開催される総代

会の開催日までに限り当

該合計額に変更されるも

のとし、当該開催日以降の

基金の総額および損失て

ん補準備金の積立限度額

は、当該総代会において決

定する。

○ 基金の募集の結果、基金の総

額が 860 億円に満たない額

となる場合には、次回の総代

会まで基金の総額及び損失

てん補準備金の積立限度額

はその額に変更される旨、な

らびに次回の総代会で基金

の総額及び損失てん補準備

金の積立限度額を変更決定

する旨を規定します。

（３）前号の総代会の終結の時。
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第４号議案　　　評議員１０名選任の件

　今回の定時総代会の終結の時をもって、評議員全員が任期満了となりますので、評議員１０名

の選任をお願いするものであります。

　評議員候補者は次のとおりであります。

（敬称略・五十音順）

氏　　　　名 主  た  る  職  業 備　考

小笠原　建　夫  元 株式会社東京流通センター代表取締役社長 重　任

加　藤　　　奐  京王電鉄株式会社代表取締役社長 重　任

手　島　　　忠  元 株式会社ニチレイ代表取締役社長 重　任

中　平　幸　典  信金中央金庫理事長 新　任

根　津　公　一  株式会社東武百貨店代表取締役社長 重　任

野　中　郁次郎  一橋大学名誉教授 重　任

堀　内　光一郎  富士急行株式会社代表取締役社長 重　任

堀　内　行　蔵  法政大学教授 重　任

八　代　ひろよ  弁護士 新　任

和　田　　　勝  国際医療福祉大学大学院教授 重　任

(注）主たる職業は平成２１年５月１日現在



別添資料（第５号議案資料）

第５号議案　　　取締役１１名選任の件

　今回の定時総代会の終結の時をもって、取締役 村山 良樹、山本 幹男、平井 堅治、歌田 勝弘、

一色 浩三、昼間 勉、藤原 利秀、秋川 貞の８氏が任期満了となります。

　また、取締役 秋山 智史、古屋 勝正、米山 好映、酒井 均、林 敏広の５氏は、平成２０年定時

総代会で選任され、現在の任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する

定時総代会終結の時までとなりますが、第３号議案「定款一部変更の件」が承認可決されますと、

今回の定時総代会の終結の時をもって任期が満了することとなります。

　また、取締役 櫻井 祐記は平成２１年６月１８日付、杉本 治彦は平成２１年６月２４日付を

もって任期途中で退任いたします。

　つきましては、取締役１１名の選任をお願いするものであります。

　取締役候補者は次のとおりであります。

 昭和34年  4月　当会社入社

 昭和57年  5月　財務部長

 昭和59年  7月　取締役

 平成元年  3月　常務取締役

 平成10年  7月　代表取締役社長

 平成21年  4月　代表取締役社長社長執行役員

　　　　　　　　　現在に至る

　（当会社における担当）

　　　営業本部

 昭和44年  4月　当会社入社

 平成 8年  7月　保険計理人兼主計部長

 平成13年  7月　取締役 保険計理人兼主計部長委嘱

 平成15年  4月　常務取締役 保険計理人兼主計部長委嘱

 平成15年  7月　常務取締役 保険計理人

 平成21年  4月　取締役常務執行役員 保険計理人

　　　　　　　　　現在に至る

　（当会社における担当）

　　　リスク管理統括部、経理部、主計部

 昭和46年  4月　当会社入社

 平成10年  4月　有価証券部長

 平成13年  7月　取締役 有価証券部長委嘱

 平成14年  7月　取締役 人事部長並びに関連事業部長委嘱

 平成14年 10月　取締役 人事部長委嘱

 平成15年  4月　常務取締役 人事部長委嘱

 平成15年  7月　常務取締役

 平成21年  4月　取締役常務執行役員

　　　　　　　　　現在に至る

　（当会社における担当）

　　　秘書室、総務部、人事部、運用資産管理室、不動産部、

　　　資産運用リスク管理部、関連事業部

氏　　　　名
（生年月日）

略歴、地位及び担当並びに
他の法人等の代表状況

秋
あき

　山
やま

　智
とも

　史
ふみ

（昭和10年 8月13日）

村
むら

　山
やま

　良
よし

　樹
き

（昭和20年 4月28日）

山
やま

　本
もと

　幹
みき

　男
お

（昭和23年 3月 5日）
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 昭和48年  4月　当会社入社

 平成10年  4月　営業本部部長

 平成10年  7月　業務部部長 

 平成13年  7月　近畿ブロック長兼大阪北支社長

 平成14年  7月　取締役 近畿ブロック長兼大阪北支社長委嘱

 平成15年  1月　取締役 業務部長委嘱

 平成16年 10月　取締役 総合営業推進部長委嘱

 平成17年  7月　常務取締役

 平成21年  4月　取締役常務執行役員

　　　　　　　　  現在に至る

　（当会社における担当）

　　　市場開発部、総合営業推進部、機構団信室、法人業務部

 昭和49年  4月　当会社入社

 平成10年  4月　総合企画室長

 平成14年  7月　取締役 総合企画室長委嘱

 平成17年  7月　常務取締役

 平成21年  4月　取締役常務執行役員

　　　　　　　　  現在に至る

　（当会社における担当）

　　　総合企画室、監査部

 昭和47年  4月　当会社入社

 平成10年  4月　国際部長

 平成14年  7月　有価証券部長

 平成17年  7月　取締役 有価証券部長委嘱

 平成18年  8月　取締役 株式部長委嘱

 平成19年  9月　常務取締役

 平成21年  4月　取締役常務執行役員

　　　　　　　　　現在に至る

　（当会社における担当）

　　　株式部、資金債券部、融資部、特別勘定運用室、財務企画部

　（当会社における副担当）

　　　不動産部

 昭和56年  6月　味の素株式会社

　　　　　　　　代表取締役社長

 平成元年  6月　同社代表取締役名誉会長

 平成 3年  6月　同社名誉会長相談役

 平成 7年  6月　同社相談役

 平成15年  7月　同社特別顧問

　　　　　　　　　現在に至る

 平成15年  7月　当会社取締役

　　　　　　　　　現在に至る

歌
うた

　田
だ

　勝
かつ

　弘
ひろ

（大正14年 8月26日）

古
ふる

　屋
や

　勝
かつ

　正
まさ

（昭和25年 1月28日）

米
よね

　山
やま

　好
よし

　映
てる

（昭和25年 6月23日）

氏　　　　名
（生年月日）

略歴、地位及び担当並びに
他の法人等の代表状況

平
ひら

　井
い

　堅
けん

　治
じ

（昭和24年 3月 5日）
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 昭和44年  7月　日本開発銀行入行

 平成13年  6月　日本政策投資銀行理事

 平成17年  5月　株式会社テクノロジー･アライアンス･インベストメント

　　　　　　　　取締役会長

 平成19年  7月　当会社取締役

　　　　　　　　　現在に至る

 昭和46年  4月　当会社入社

 平成 9年  3月　千代田支社長

 平成10年  4月　営業本部部長

 平成10年  7月　営業企画部長

 平成14年  7月　取締役 営業企画部長委嘱

 平成17年  1月　取締役 北陸ブロック長兼富山支社長委嘱

 平成20年  4月　取締役

 平成21年  4月　取締役執行役員

　　　　　　　　　現在に至る

　（当会社における副担当）

　　　お客さまサービス企画室、お客さまサービス部、契約医務部、

　　　保険金部、契約管理部

 昭和47年  4月　当会社入社

 平成 2年  3月　宮崎支社長

 平成13年  7月　業務部部長

 平成15年  1月　近畿ブロック長兼大阪北支社長

 平成16年  7月　取締役 近畿ブロック長兼大阪北支社長委嘱

 平成16年 10月　取締役 業務部長委嘱

 平成19年  4月　取締役

 平成21年  4月　取締役執行役員

　　　　　　　　　現在に至る

　（当会社における担当）

　　　コンプライアンス統括部、支払監査室

 昭和51年  4月　当会社入社

 平成13年  4月　四国ブロック長兼高松支社長

 平成17年  1月　顧客サービス部長

 平成18年  4月　お客さまサービス部長

 平成19年  7月　取締役 お客さまサービス部長委嘱

 平成20年  4月　取締役 業務部長委嘱

 平成21年  4月　取締役執行役員 業務部長委嘱

　　　　　　　　　現在に至る

　（当会社における担当）

　　　営業企画部、業務部

略歴、地位及び担当並びに
他の法人等の代表状況

酒
さか

  井
い

    均
ひとし

（昭和24年 3月17日）

林
はやし

    敏
とし

  広
ひろ

（昭和24年 3月16日）

秋
あき

  川
かわ

    貞
ただし

（昭和26年10月13日）

氏　　　　名
（生年月日）

一
いっ

　色
しき

　浩
こう

　三
ぞう

（昭和21年 1月28日）
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　（注）１．取締役候補者秋山 智史氏は、当会社に住宅資金借入債務として４百万円があります。また、取締役候補者

　　　　　　一色 浩三氏は、当会社に住宅等資金借入債務として８百万円があります。（残高は平成２１年４月末現在）

　　　　　　その他の候補者と当会社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。

　　　　２．取締役候補者歌田 勝弘及び一色 浩三の両氏は、社外取締役の候補者であります。

　　　　３．社外取締役候補者とした理由について

　　　　（１）取締役候補者歌田 勝弘氏は、現在当会社の社外取締役であり、また、味の素株式会社の代表取締役社長

　　　　　　　を経て同社の特別顧問を現任されており、同氏の豊富な知見・経験等を当会社の経営に反映していただ

　　　　　　　くため、社外取締役候補者とするものであります。

　　　　（２）取締役候補者一色 浩三氏は、日本政策投資銀行の理事を経て、株式会社テクノロジー･アライアンス･

　　　　　　　インベストメントの取締役会長を務められました。同氏の豊富な知見・経験等を当会社の経営に反映し

　　　　　　　ていただくため、社外取締役候補者とするものであります。

　　　　４．当会社は、保険金等の支払漏れ等が多数多額に上ったうえ、経営管理態勢及び業務運営態勢に一層の改善

　　　　　　の必要性が認められるとして、平成２０年７月３日に金融庁より保険業法第１３２条第１項にもとづく業

　　　　　　務改善命令を受けております。

　　　　（１）取締役候補者歌田 勝弘氏は、業務改善命令に対して、再発防止の実効性等について確認を行う等、その

　　　　　　　職責を果たしております。

　　　　（２）取締役候補者一色 浩三氏は、業務改善命令に対して、再発防止の実効性等について確認を行う等、その

　　　　　　　職責を果たしております。

　　　　５．当会社の社外取締役に就任してからの年数（本総代会終結の時まで）

　　　　（１）取締役候補者歌田 勝弘氏の社外取締役就任期間は、本総代会の終結の時をもって６年間であります。

　　　　（２）取締役候補者一色 浩三氏の社外取締役就任期間は、本総代会の終結の時をもって２年間であります。

　　　　６．当会社は、保険業法第５３条の３６が準用する会社法第４２７条第１項の規定により、任務懈怠により会

　　　　　　社に損害を与えた場合は、会社法第４２５条第１項に規定する最低責任限度額を限度とした損害賠償責任

　　　　　　を負うものとする責任限定契約を取締役候補者歌田 勝弘氏及び取締役候補者一色 浩三氏と締結しており

　　　　　　ます。同２氏の再任が承認された場合は、当会社は同２氏との間の責任限定契約を継続する予定であります。

　　　　７．略歴、地位及び担当並びに他の法人等の代表状況については、平成２１年５月１日現在であります。


